
　
平
成
29
年
の
豪
雨
・
台
風
等
に
よ
り
住

宅
・
家
財
・
車
両
に
つ
い
て
被
害
を
受
け

た
方
は
、
確
定
申
告
に
よ
り
所
得
税
お
よ

び
個
人
住
民
税
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
は
平
成
30

年
２
月
か
ら
受
付
（
詳
し
い
日
時
は
平
成

30
年
１
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）
す
る

予
定
と
し
て
い
ま
す
が
、
災
害
に
よ
る
税

額
の
軽
減
を
受
け
る
に
は
被
災
に
よ
る

損
失
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
損
失
額
の
算
出
に
は
時
間
を
要
す
る

こ
と
か
ら
、
申
告
会
場
で
お
待
た
せ
し
な

く
て
済
む
よ
う
、
次
の
日
程
で
損
失
額
の

算
出
に
つ
い
て
事
前
に
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
相
談
を
ご
希
望
の
方

は
お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す
が
田
沢
湖

庁
舎
１
階
の
税
務
課
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

●
受
付
期
間
／
11
月
１
日
㈬
～
12
月
28
日

㈭
ま
で
（
土
日
お
よ
び
祝
日
は
除
く
）

●
場
所
／
仙
北
市
役
所
田
沢
湖
庁
舎
税

務
課

●
持
参
い
た
だ
く
も
の
／ 

▼

り
災
証
明

書
ま
た
は
被
災
証
明
書 

▼

被
災
し
た

住
宅
の
床
面
積
が
わ
か
る
も
の
（
固

定
資
産
税
課
税
明
細
書
で
も
構
い
ま

せ
ん
） 

▼

原
状
回
復
等
に
要
し
た
費
用

の
わ
か
る
も
の
（
領
収
書
等
） 

▼

保
険

金
等
で
補
填
さ
れ
た
金
額
が
わ
か
る

も
の

※
詳
し
く
は
、
下
記
の
別
表
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。 災

害
に
遭
わ
れ
た
方
へ

（
確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
軽
減
）

【
問
合
せ
】
税
務
課 

市
民
税
係

（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）１
１
１
７

①所得税法（雑損控除） ②災害減免法

損失の発生原因 災害、盗難、横領による損失 災害による損失

対象となる

資産の範囲等

住宅および家財を含む生活に通常必要な資産

（棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要
でない資産（※1）は対象とはなりません）

住宅および家財

（損害金額（※2）が住宅または家財の価額の 2分の
1以上であることが必要となります）

控除額の計算

または

所得税の軽減額

雑損控除の金額は次の＜イ＞または＜ロ＞の

うちいずれか多い方の金額です。

＜イ＞損害金額（※2）－所得金額の 10分の 1
＜ロ＞損害金額（※2）のうちの災害関連支出

の金額－5万円
注：「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、
家財などを除去するための費用や豪雪による住宅の倒
壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に
関連したやむを得ない支出をいいます。

その年分の所得金額 所得税の軽減額

500万円以下 全額免除

500万円超    750万円以下 2分の 1の軽減

750万円超1,000万円以下 4分の 1の軽減

その他の事項

●災害等に関連してやむを得ない支出をし
た金額についての領収書を確定申告書に
添付するか、確定申告書を提出する際に
提示する必要があります。

●雑損控除の金額について、その年分の所得
金額から控除しきれない金額がある場合に
は、翌年以後3年間（※3）繰り越して各年分
の所得金額から控除することができます。

●災害関連支出のうち、①災害により生じた
土砂などを除去するための支出、②住宅
や家財などの原状回復のための支出（資産
が受けた損害部分を除きます）③住宅や家
財などの損壊・価値の減少を防止するため
の支出については、災害の止んだ日から 1
年以内（大規模な災害の場合等には、災害
の止んだ日から 3年以内）に支出したもの
が対象となります（※4）。

●原則として損害を受けた年分の所得金
額が 1,000万円以下の方に限り適用す
ることができます。

●この措置の適用を受けるためには、確
定申告書等に適用を受ける旨、被害の
状況および損害金額（※2）を記載する必
要があります。

※1 生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個また
　　は 1組の価額が 30万円を超える貴金属、書画、骨とう等
　　をいいます。
※2 資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などに
　　よって補填される金額を控除した金額をいいます。
※3 東日本大震災により住宅や家財などについて生じた損失
　　について、その年分の所得金額から控除しきれな
　　い金額がある場合には、翌年以後5年間になります。
※4 東日本大震災に関連する①から③までの支出について、
　　東日本大震災からの復興のための事業の状況その他やむ
　　を得ない事情により、災害の止んだ日から 3年以内にその
　　支出を行うことができなかった場合には、その事情が止ん
　　だ日から 3年以内に支出したものも対象とみなされます。

　地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で①「所得税法」に
よる雑損控除の方法、②「災害減免法」による所得税法の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことに
よって、所得税の全部または一部を軽減することができます。これらの2つの方法には、次のような違いがあります。

損害額
所得税法（雑損控除）
適用による所得税およ
び復興特別所得税の額

災害減免法適用によ
る所得税および復興

特別所得税の額

100万円 217,900円

140,100円200万円 115,800円

300万円   56,600円

《平成29年分による比較例》
所得600万円、夫婦子ども 2人の場合で災害による損害がないときの所
得税および復興特別所得税の額が 28万200円とした場合、所得税およ
び復興特別所得税の額は右の表のように軽減されます。損害額が 100
万円の場合は災害減免法を適用した方が有利になりますが、200万円・
300万円の場合は所得税法の雑損控除を適用した方が有利になります。

注1 子どもは 16歳以上で、そのうち 1人が 19 ～ 22歳の場合です。
注2 災害関連支出の金額はなく、社会保険料控除68万円、生命保険料控除4万円
　　として計算しました。
注3 損害額は、住宅や家財の 2分の 1以上です。

設
置
を
伴
い
、
安
全
に
工
事
を
実
施
す
る
た

め
公
開
を
休
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
は
ご
不
便
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

●
休
止
期
間
／
平
成
30
年
３
月
31
日
㈯
ま
で

　
武
家
屋
敷
河
原
田
家
は
、
文
化
財
建
造
物

等
を
活
用
し
た
地
域
活
性
化
事
業
に
よ
る
全

面
修
理
を
実
施
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
下
記

期
間
公
開
を
休
止
し
ま
す
。

　
こ
の
度
の
修
理
工
事
は
、
傷
み
の
激
し
い

屋
根
の
修
理
工
事
と
な
る
こ
と
か
ら
足
場
の

市
史
跡
「
武
家
屋
敷 

河
原
田
家
」
修
理
に
伴
う

公
開
休
止
に
つ
い
て【

問
合
せ
】
文
化
財
課
（
角
館
庁
舎
）
☎
（
43
）３
３
８
４

住
民
基
本
台
帳
登
録
さ
れ
て
い
る
方

 

▲

法
人
…
仙
北
市
の
入
札
参
加
資
格
者
名

簿
に
登
録
を
有
す
る
法
人

●
入
札
申
し
込
み
／
11
月
６
日
㈪
～
10
日

㈮ 

８
時
30
分
～
17
時
ま
で
財
政
課
管
財

係
に
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
郵
送
不
可
）。

※
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類
等
は
、
財
政
課
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
入
札
日
時
お
よ
び
場
所
／

 ▲

11
月
16
日
㈭ 

10
時

 

▲

仙
北
市
田
沢
湖
庁
舎 

３
階 

第
３
会
議
室

※
入
札
時
刻
に
遅
れ
た
場
合
は
、
辞
退
と
み
な

し
ま
す
。

●
契
約
締
結
と
代
金
の
納
入
／
売
買
契
約
締

結
後
７
日
以
内
に
、
落
札
額
に
消
費
税

を
加
え
た
金
額
を
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
次
の
物
件
に
つ
い
て
、

条
件
付
き
一
般
競
争
入
札

に
よ
る
公
売
を
行
い
ま
す
。

●
公
売
物
件
／
日
野
レ
イ
ン
ボ
ー 

定
員
42
人

　
平
成
３
年
式(

型
式
Ｕ
‐
Ｒ
Ｒ
２
Ｈ
Ｊ
Ｂ)

※
落
札
者
に
は
現
状
渡
し
、
ま
た
不
調
や
故
障

の
補
償
等
は
一
切
行
い
ま
せ
ん
。

●
最
低
落
札
価
格
／
15
万
円
（
税
抜
き
）

※
入
札
保
証
金
・
契
約
保
証
金
免
除

●
物
件
公
開
の
日
時
お
よ
び
場
所
／

 ▲

11
月
６
日
㈪
～
10
日
㈮ 

９
時
～
16
時

 ▲

仙
北
市
田
沢
湖
第
２
庁
舎
駐
車
場
内

●
入
札
方
法
／
最
低
落
札
価
格
以
上
の
金

額
で
、
最
高
価
格
を
入
札
し
た
方
と
売

買
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

※
最
高
価
格
同
額
が
２
人
以
上
の
場
合
は
、
く

じ
引
き
で
決
定
。

●
入
札
参
加
資
格
／▲

個
人
…
仙
北
市
に

市
有
財
産
を

公
売
し
ま
す

【
問
合
せ
】
財
政
課 

管
財
係

（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎
（
43
）１
１
１
４

方
は
、
お
早
め
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
締
切
／
11
月
21
日
㈫

●
検
査
日
／
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
な
お
、
整
備
地
区
内
の
井
戸
水
は
対
象
と
し
て
い

ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

　
上
水
道
・
簡
易
水
道
未
整
備
地
区
に
お

住
ま
い
の
方
を
対
象
に
、
飲
用
井
戸
水
の

水
質
検
査
（
12
項
目
）
を
実
施
し
ま
す
。

　
今
年
度
の
実
施
個
所
は
20
戸
を
予
定
し

て
い
ま
す
の
で
、
検
査
を
ご
希
望
さ
れ
る

飲
用
井
戸
水
の
水
質
を

検
査
し
ま
せ
ん
か

【
問
合
せ
】
市
民
生
活
課 

消
費
生
活
係

（
角
館
庁
舎
） 

☎
（
43
）３
３
０
８

　
子
育
て
に
不
安
や
悩
み
が
あ
る
方
、
虐
待
を
受
け

た
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
を
み
つ
け
た
方
は
次
の
窓
口

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

▲

子
育
て
推
進
課 

☎
（
43
）２
２
８
０

 

▲

南
児
童
相
談
所 

☎
０
１
８
２（
32
）０
５
０
０

 

▲

秋
田
県
子
ど
も
家
庭
相
談
電
話 

                   

　
☎
０
１
２
０（
42
）４
１
５
２

※
ご
相
談
さ
れ
た
方
の
個
人
情
報
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

ご
安
心
く
だ
さ
い
。

●
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
標
語

　「
い
ち
は
や
く 
知
ら
せ
る
勇
気 

つ
な
ぐ
声
」

11
月
は
児
童
虐
待
防
止

推
進
月
間
で
す

【
問
合
せ
】
子
育
て
推
進
課

（
西
木
庁
舎
） 

☎
（
43
）２
２
８
０

続
き
に
関
す
る
必
要
書
類
等
に
つ
い
て
は
各

担
当
部
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
情
報
連
携
開
始
想
定
日
／
11
月
13
日
㈪

※
開
始
日
に
つ
い
て
は
前
後
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
確
定
し
ま
し
た
ら
再
度
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
・
広
報
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
情
報
連
携
と
は
／
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
に
基

づ
き
、
専
用
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

を
用
い
て
、
異
な
る
行
政
機
関
の
間
で
特

定
個
人
情
報
を
や
り
取
り
す
る
こ
と
で

す
。
各
種
手
続
き
の
際
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
申
請
書
等
に
記
入
す
る
こ
と
で
、
添
付

書
類
（
住
民
票
の
写
し
、
課
税
証
明
書
な

ど
）
が
省
略
で
き
る
な
ど
、
手
続
き
時
の

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
省
略
可
能
な
書
類
に
つ
い
て
は
一
部
と
な
っ

て
い
て
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
書
類
提
出
を

お
願
い
す
る
手
続
き
も
あ
り
ま
す
。
各
種
手

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
よ
る

情
報
連
携
が
始
ま
り
ま
す

【
問
合
せ
】
企
画
政
策
課

（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎
（
43
）１
１
１
２

○○○

今まで必要だった添

付書類が…

情報連携により省略

できます。（一部）

証明書

住民票

Q.

Q.

Q.

Q.

ま
す
ま
す
便
利
に
な
っ
て
い
く
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
ま
し
ょ
う

▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352

市 information
役所からのお知らせ
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